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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料の顆粒物を第１の誘導加熱コイルにより、前記半導体材料からなる流出管を
備えた皿上で溶融させ、
　溶融した顆粒物の、融液ネック部及び融液肩部の形で前記流出管から相界面にまで延び
る融液を形成させ、
　前記融液ネック部が貫通する開口部を有する第２の誘導加熱コイルにより前記融液に熱
を供給し、及び
　前記相界面で前記融液を結晶化することを有する、半導体材料の単結晶を製造する方法
において、前記流出管と前記融液ネック部との間の界面の軸方向位置を制御するために、
体積流の制御された冷却ガスを前記流出管及び前記溶融ネック部に向かって供給して、前
記界面が上限位置よりも上方に変位した場合には前記体積流を増加させて前記界面を下方
に変位させ、前記界面が下限位置よりも下方に変位した場合には前記体積流を減少させて
前記界面を上方に変位させる、半導体材料の単結晶を製造する方法。
【請求項２】
　前記第２の誘導加熱コイルの中央部から前記上限位置および前記下限位置までの距離は
１０ｍｍ以下である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記界面の軸方向位置を、軸方向で第２の誘導加熱コイルを前記融液ネック部に向かっ
て移動させることにより変更する、請求項１又は請求項２記載の方法。
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【請求項４】
　半導体材料からなる顆粒物を収容するための皿を備え、前記皿はその中央に開口部を有
し、前記開口部は流出管につながっており、
　前記顆粒物を前記皿上で溶融させるための第１の誘導加熱コイルと、
　溶融した顆粒物から形成される融液にエネルギーを伝達するための第２の誘導加熱コイ
ルとをさらに備え、前記第２の誘導加熱コイルはその中央に前記融液用の貫通開口部を有
し、
　前記融液の融液ネックと前記流出管との間の界面の領域にガスを制御して供給するため
の装置をさらに備え、前記装置は、前記ガスの体積流を制御し、前記界面が上限位置より
も上方に変位した場合には前記体積流を増加させて前記界面を下方に変位させ、前記界面
が下限位置よりも下方に変位した場合には前記体積流を減少させて前記界面を上方に変位
させるように前記界面の軸方向位置を制御し、
　前記装置は、カメラ、制御装置及びノズルを備える、半導体材料の単結晶を製造する装
置。
【請求項５】
　前記第２の誘導加熱コイルの中央部から前記上限位置および前記下限位置までの距離は
１０ｍｍ以下である、請求項４記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体材料の顆粒物を半導体材料からなる流出管を備えた皿上で溶融させ、
溶融された顆粒物の融液を形成させ、前記融液は前記流出管から融液ネック部及び融液肩
部の形で相界面まで延び、誘導加熱コイルを用いて融液に熱を供給し、前記誘導加熱コイ
ルは開口部を有し、前記開口部を前記融液ネック部が貫通し、かつ前記融液を相界面で結
晶化させる、半導体材料の単結晶を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような方法は、例えばUS 2003145781 Aに記載されている。前記方法は、原料とし
て顆粒物を用いて半導体材料の単結晶を製造することを可能にしている。US 2003145781 
Aの図４は、前記方法を実施するために適した装置を示す。前記顆粒物は皿上で溶融され
、前記皿の中央には流出管につながる貫通開口部が存在する。前記顆粒物の溶融のために
、前記皿の上方に配置された第１の誘導加熱コイルが用いられる。この溶融される顆粒物
は、先ず液膜を形成し、前記方法のさらなる経過において、融液を形成し、前記融液は相
界面で結晶化し、その際に成長する単結晶の体積が増加する。前記の結晶化する体積は、
新たに溶融される顆粒物の相応する体積により補われる。前記融液は、流出管から相界面
にまで延び、前記相界面で前記単結晶が成長する。前記融液は流出管の範囲内で融液ネッ
ク部の形であり、前記融液ネック部は第２の誘導加熱コイルの開口部を貫通し、幅広の融
液肩部に移行し、前記肩部は成長する単結晶上に置かれる。第２の誘導加熱コイルを用い
て前記融液に熱が供給され、単結晶の成長が制御される。
【０００３】
　前記流出管は半導体材料からなるためエネルギー導入量が相応して高い場合に、前記流
出管は第２の誘導加熱コイルによって融液にすることができる。反対に、第２の誘導加熱
コイルにより供給されるエネルギーが、前記流出管の範囲内で前記融液を液体に保つため
に十分ではない場合に、前記流出管は下方に成長することができる。しかしながら、流出
管と融液との間の界面の位置は、広く軸方向に、つまり上方又は下方に向かって任意に動
かすことは許されない。前記流出管が溶融されるために、前記界面が上方に向かって移行
しすぎる場合、前記融液ネック部の体積は増大し、前記融液が第２の誘導加熱コイルに接
触するか又は前記融液ネック部が細くなりすぎるか又は破断するという危険が生じる。前
記流出管が下方に向かって成長するために、前記界面が下方に向かって移行しすぎる場合
、前記流出管は固まり、融液流は停止するという危険が生じる。前記単結晶の更なる成長
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が妨げられるため、この両方の状況が生じることは許されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】US 2003145781 A
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の課題は、前記界面の軸方向位置をより有効に制御できるように前記方
法を改良することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題は、半導体材料の顆粒物を第１の誘導加熱コイルにより、前記半導体材料から
なる流出管を備えた皿上で溶融させ、融液ネック部及び融液肩部の形で前記流出管から相
界面にまで延びる、溶融した顆粒物の融液を形成させ、前記融液ネック部が貫通する開口
部を有する第２の誘導加熱コイルにより融液に熱を供給し、前記相界面で前記融液を結晶
化することを有する半導体材料の単結晶を製造する方法において、前記流出管と前記融液
ネック部との間の界面の軸方向位置を制御するために、冷却ガスを流出管及び溶融ネック
部に向かって供給する、半導体材料の単結晶を製造する方法により解決される。
【０００７】
　さらに、前記課題は、次の特徴を有する半導体材料の単結晶を製造する装置によって解
決される：半導体材料の顆粒物を収容するための皿、前記皿はその中央に開口部を有し、
前記開口部は流出管につながっている；
　前記顆粒物を前記皿上で溶融させるための第１の誘導加熱コイル；
　溶融した顆粒物から形成される融液にエネルギーを伝達するための第２の誘導加熱コイ
ル、前記第２の誘導加熱コイルはその中央に前記融液用の貫通開口部を有する；及び
　前記融液の融液ネックと流出管とが接触する範囲にガスを制御して供給するための装置
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】前記方法を実施するために特に適した装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　顆粒物１３は、漏斗１４から回転可能な皿９上で溶融され、前記皿の中央には流出管１
１につながる貫通開口部が存在する。前記顆粒物１３の溶融のために、前記皿の上方に配
置された第１の誘導加熱コイルが用いられる。この第１の誘導加熱コイルは、有利に、コ
イル端子５を介して供給される高周波電流は、主にコイル体１及び複数のセグメント２を
通して流れるように構成されている。前記の複数のセグメントは、その下端部で薄いバー
３により相互に導電性に接続されている。前記コイル体１は、半径方向に向いた電流ガイ
ド溝を有し、前記電流ガイド溝は電流が前記コイル体を通してメアンダ状の経路に流れる
ようにする。このように、前記皿の表面の全領域は均一に電磁フィールドによってカバー
されることが保証されている。前記コイル体１は、外側領域では、半導体材料の前記顆粒
物１３を回転する皿９に供給するための少なくとも１つの貫通開口部６を有する。この第
１の誘導加熱コイルは、さらに冷却システムが備え付けられていて、前記冷却システムは
前記コイル体１中に冷却通路７を有し、前記冷却通路７を通して冷媒、例えば水が流れる
。複数のセグメント２の集中的な冷却を達成するために、前記冷却通路は前記セグメント
に近づけられ、橋状管８を介して相互に接続されている。前記橋状管は、前記コイル体１
の上側の中央でセグメント２にまで延びていて、前記セグメントに例えばろう接又は溶接
されている。前記橋状管８は１箇所又は数箇所曲がっているため、前記橋状管は十分に高
いインダクタンスを有する。従って、前記高周波電流は主に、複数のセグメント２を接続
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するバー３を介して流れ、前記橋状管８を介して流れない。前記の電流の流れにより、磁
力線密度が前記バーの領域で特に高く、単結晶１０の製造の際に前記バー３に直接対峙す
る融液の部分の誘導加熱が特に有効である。有利に同じ電位が、特に有利にグランド電位
が前記溶融液及び前記バーに印加される。
【００１０】
　前記皿９は、前記顆粒物１３と同じ半導体材料からなり、有利にDE 102 04 178 A1に記
載されている容器と同様の様式で構成されていて、前記の内容はこれにより明確に参照さ
れる。しかしながら、前記皿は、中央に流出管を備えた簡単な平坦なプレートとして構成
されていてもよい。
【００１１】
　前記の顆粒物は、この方法の進行において融液を形成し、前記溶融液は連続した液膜１
２、融液ネック部１８及び融液肩部１６に区分することができる。前記融液は、相界面４
で結晶化し、その際に成長する単結晶１０の体積を増大させる。前記の結晶化する体積は
、新たに溶融される顆粒物の相応する体積により補われる。前記融液ネック部１８は、前
記流出管１１の下端部から融液肩部１６にまで延びていて、第２の誘導加熱コイル１５の
開口部を貫通している。融液ネック部と比較して幅広の融液肩部１６は、成長する単結晶
上に置かれている。第２の誘導加熱コイル１５を用いて前記融液に熱が供給され、単結晶
１０の成長が制御される。有利に能動的に冷却される金属プレートからなるシールド１９
は、前記の誘導加熱コイルの間に配置され、前記誘導加熱コイルを相互に電磁的に遮閉す
る。さらに、前記シールド１９は、前記皿９の底部を冷却する。
【００１２】
　本発明による方法の実施のために、前記流出管と前記溶融ネック部との間の界面１７の
範囲の流出管１１及び融液ネック部１８へ冷却ガスを制御して供給することを可能にする
装置が設けられている。図示された実施態様の場合に、前記装置はノズル２０を有し、前
記ノズル２０を通して冷却ガス、有利にアルゴンが前記流出管１１及び前記融液ネック部
１８の側に向かって供給される。前記ノズル２０は、有利に第２の誘導加熱コイル中に組
み込まれている。前記ノズルは、シールド１９内に又はシールド１９に接して取り付けら
れていてもよい。さらに、前記装置は、前記界面１７の軸方向位置の光学的認識のための
カメラ２１及び前記冷却ガスを前記ノズルに供給するための制御装置２２を有する。前記
カメラ、前記ノズル及び前記制御装置は接続され、制御回路を形成している。前記界面の
軸方向の位置は、前記カメラにより、前記流出管と前記融液との明るさの著しい差異によ
り認識される。前記制御装置、有利にＰＩＤ制御装置（比例制御装置、積分制御装置及び
微分制御装置）は、ノズルを通過する前記ガスの体積流を、前記界面１７の検出された位
置の関数として制御する。前記界面１７が許容される上限位置を超えて上方に移行する場
合に、前記制御装置が前記体積流を増加させるため、冷却効果が高められ、融液状の半導
体材料は前記流出管の端部で凝固し、前記流出管が延長される。この効果は、前記界面１
７を下側に移動させる。前記界面１７が、許容される下限位置を下回って下方に移行する
場合に、前記調節装置は前記体積流を低下させるため、流出管の冷却効果が低下し、前記
流出管の下端部は溶融する。この効果は、前記界面を上側に移動させる。
【００１３】
　第２の誘導加熱コイル１５の中央から上限位置まで及び下限位置までの距離は、有利に
１０ｍｍを超えず、特に５ｍｍを超えない。前記界面１７の軸方向位置は、前記界面１７
が有利に２０ｍｍより短い、特に有利に１０ｍｍより短い軸方向長さを有する領域内に維
持されるように制御される。
【００１４】
　前記制御は、第２の誘導加熱コイル１５を横方向へ移動させて、融液ネック部１８がも
はや前記皿の回転軸に対して及び前記単結晶に対して軸対称に前記第２の誘導加熱コイル
の開口部を貫通しないことによって支援することができる。この措置は、単結晶の直径が
最終直径に拡張する期間において特に有利である。第２の誘導加熱コイルが前記の融液ネ
ック部に近づけばそれだけ、全体のエネルギー導入は強くなり、つまり溶融ネック部に全
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体で供給されるエネルギーの全体量は大きくなる。第２の誘導加熱コイルを融液ネック部
に近づける場合、前記誘導加熱コイルを横方向に移動させる際に融液ネック部の一方の側
に対する距離が短縮され、同時に融液ネックの反対側に対する距離は拡大されるにもかか
わらず、付加的エネルギー導入が実現される。融液ネック部が前記コイルの開口部を軸対
称に通過する位置から、第２の誘導加熱コイルを溶融ネック部の方向に向かって横方向に
移動させることは、ノズルを通過する冷却ガスの体積流の減少と質的に同様の作用を有す
る。
【実施例】
【００１５】
　本発明の成果を説明するために、図１による装置中で、複数の直径７０ｍｍ、１０５ｍ
ｍ及び１５０ｍｍのシリコン単結晶を製造した。

【図１】
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